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〈
解
題
〉

前
報（
１
） 

に
引
き
続
き
、
本
稿
で
は
『
三
井
鉱
山
五
十
年
史
稿
』（
以
下
、『
五
十
年
史

稿
』）
の
う
ち
、
労
務
者
の
住
宅
、
即
ち
鉱
夫
社
宅
お
よ
び
労
務
者
（
鉱
夫
）
用
の
福

利
施
設
に
つ
い
て
紹
介
す
る
。

「
一
、
社
宅
の
設
備
」
で
は
、
冒
頭
に
［
構
造
と
設
備
の
進
歩
］
と
題
し
て
、
経
年

的
か
つ
網
羅
的
に
三
井
関
連
の
労
務
者
に
提
供
さ
れ
た
住
宅
に
つ
い
て
ま
と
め
て
い

る
。
明
治
二
十
二
年
以
前
の
藤
棚
炭
坑
（
後
に
本
洞
炭
礦
に
編
入
）
や
田
川
炭
坑
の

坑
夫
納
屋
は
掘
立
小
屋
で
、
屋
根
は
草
葺
き
、
畳
は
な
く
土
間
に
筵
を
敷
き
、
中
央

に
炉
を
切
っ
て
い
た
。
そ
の
様
子
は
添
付
図
の
う
ち
神
岡
で
も
確
認
で
き
る
（
図
１
）。

そ
の
後
、
畳
を
敷
き
、
炊
事
場
を
付
設
す
る
な
ど
漸
次
改
良
が
加
え
ら
れ
た
と
い
う

が
、
幸
い
添
付
図
に
、
田
川
炭
坑
と
山
野
炭
坑
の
二
ヶ
所
の
労
務
者
住
宅
に
つ
い
て
、

間
取
り
と
仕
上
げ
の
変
遷
が
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
田
川
炭
坑
に
着
目

し
て
経
年
的
に
論
じ
て
い
き
た
い
。

三
井
鉱
山
合
資
会
社
（
明
治
二
十
五
年
設
立
）
が
、
田
川
採
炭
組
か
ら
引
き
継
い

だ
明
治
三
十
三
年
当
時
は
、
三
畳
（
一
部
四
畳
半
）
土
間
付
き
の
一
間
式
十
七
戸
（
一

部
十
六
戸
）
建
長
屋
で
あ
っ
た
も
の
が
、
明
治
三
十
五
〜
三
十
八
年
に
は
、
四
畳
半

土
間
付
き
（
押
入
れ
付
き
も
あ
り
）
の
六
戸
建
長
屋
に
な
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、

壁
は
荒
壁
で
天
井
は
な
く
、
屋
根
は
順
次
、
藁
葺
き
か
ら
瓦
葺
き
に
変
更
し
て
い
っ

た
（
図
２
）。
明
治
四
十
三
〜
四
十
五
年
に
は
四
畳
半
押
入
れ
付
き
の
八
戸
建
で
、
初

め
て
台
所
が
設
備
さ
れ
た
。
壁
は
荒
壁
で
天
井
は
な
い
も
の
の
、
窓
は
従
来
の
突
き

上
げ
窓
か
ら
雨
戸
に
改
良
さ
れ
た
。
但
し
、
ま
だ
障
子
は
建
て
込
ま
れ
て
い
な
い
。

大
正
七
年
以
降
「
優
良
坑
夫
納
屋
」
が
提
供
さ
れ
た
。
四
畳
半
二
間
で
押
入
、
台
所

付
き
の
二
間
の
も
の
と
、
四
畳
半
押
入
付
き
と
六
畳
の
二
階
建
て
二
間
の
も
の
が
あ
っ

た
（
図
３
）。
大
正
八
年
に
は
三
畳
の
二
戸
を
六
畳
の
一
戸
に
改
造
す
る
他
、
六
畳
一

間
の
長
屋
も
第
一
次
世
界
大
戦
下
の
住
宅
需
要
に
応
じ
て
火
急
に
建
設
さ
れ
た
。
明

治
の
引
き
継
ぎ
時
の
倍
の
建
坪
に
な
っ
て
い
る
こ
と
に
着
目
し
た
い
。
大
戦
後
の
大

正
十
〜
十
四
年
に
は
、
普
通
労
務
者
に
も
二
間
式
住
宅
が
供
給
さ
れ
た
。
壁
が
荒
壁

か
ら
中
塗
り
に
な
っ
た
だ
け
で
な
く
、
間
仕
切
り
に
建
具
が
建
て
込
ま
れ
た
。
昭
和

二
年
に
は
、
同
様
の
二
間
式
な
が
ら
も
、
初
め
て
天
井
を
張
り
、
壁
は
白
漆
喰
と
な
っ

【
資
料
紹
介
】『
三
井
鉱
山
五
十
年
史
稿　

巻
十
六
』
よ
り 

第
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た
。
ま
た
、
台
所
前
に
は
出
窓
を
設
け
て
い
る
（
図
４
）。
昭
和
十
二
〜
十
四
年
に

は
、
二
間
式
の
建
坪
が
広
く
な
っ
た
だ
け
で
な
く
、
初
め
て
三
間
式
の
住
宅
が
提
供

さ
れ
た
。
こ
の
住
宅
に
は
、
玄
関
、
縁
側
、
便
所
、
物
置
が
配
備
さ
れ
た
（
図
５
）。

と
こ
ろ
で
、
労
務
者
住
宅
の
呼
称
で
あ
る
が
、
三
井
鉱
山
で
は
当
初
は
「
坑
夫
納

屋
」
と
呼
ん
で
い
た
が
、
大
正
八
年
に
「
坑
夫
長
屋
」
と
改
称
し
、
翌
大
正
九
年
に

「
鉱
夫
社
宅
」
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
。
前
述
し
た
田
川
炭
坑
の
例
を
見
て
も
わ
か
る

よ
う
に
、単
な
る
呼
称
の
変
化
で
は
な
く
、実
を
伴
っ
た
労
務
者
住
宅
の
改
良
で
あ
る
。

本
文
で
は
、
こ
の
後
、
本
店
調
査
部
長
長
沢
一
夫
に
よ
る
三
池
筑
豊
の
「
坑
夫
社

宅
視
察
記
」
を
引
用
転
載
し
て
い
る
。
三
井
鉱
山
で
は
、『
五
十
年
史
稿
』
を
ま
と
め

る
に
あ
た
り
、
多
く
の
関
係
者
か
ら
聞
き
取
り
を
行
な
っ
て
お
り
、
長
沢
氏
に
つ
い

て
も
昭
和
十
四
年
十
二
月
七
日
に
談
話
の
口
述
筆
記
を
行
な
っ
て
い
る（
２
）。

長
沢
氏
の

語
る
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、「（
前
略
）
私
の
書
い
た
物
は
、
大
正
十
二
年
の
秋
に
九
州

出
張
報
告
を
一
か
ら
五
ま
で
書
い
て
居
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
大
正
十
四
年
に
九
州
出

張
余
禄
と
云
ふ
も
の
を
一
か
ら
四
ま
で
書
い
て
居
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
神
岡
出
張
余

録
と
云
ふ
や
う
な
も
の
が
大
正
十
三
年
五
月
に
あ
る
の
で
す
が
、
大
し
た
も
の
ぢ
や

な
い
。
そ
れ
か
ら
彙
報
が
大
正
十
二
年
の
九
月
か
ら
大
正
十
三
年
の
十
一
月
ま
で
あ

り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
其
の
次
に
最
近
の
彙
報
と
云
ふ
の
が
六
十
冊
位
昭
和
に
な
つ
て

か
ら
調
査
部
に
出
し
た
も
の
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
共
愛
組
合
の
実
績
と
云
ふ
も

の
を
書
い
て
居
り
ま
す
。
其
の
中
で
あ
な
た
方
の
材
料
に
な
り
得
る
も
の
は
、
彙
報

で
は
大
正
十
三
年
の
十
一
月
に
三
池
、
山
野
、
田
川
の
社
宅
の
視
察
記
を
書
い
て
居

り
ま
す
。
実
に
面
白
く
て
夏
の
移
る
の
を
忘
れ
て
読
ん
だ
け
れ
ど
も
、
あ
ゝ
云
ふ
も

の
に
発
表
さ
れ
て
宜
し
い
か
と
云
ふ
や
う
な
こ
と
を
團
さ
ん
（
團
琢
磨
の
こ
と
：
引

用
者
注
）
の
主
宰
し
た
労
務
会
議
の
席
上
で
言
は
れ
た
（
後
略
））」。『
九
州
報
告
書
』

五
編
、『
九
州
出
張
余
禄
』
四
編
、『
神
岡
出
張
余
録
』
の
他
、
夥
し
い
数
の
彙
報
を

提
出
し
、
そ
の
中
に
大
正
十
三
年
十
一
月
に
ま
と
め
た
三
池
、
山
野
、
田
川
の
社
宅

の
視
察
記
が
あ
る
と
い
う
。
長
沢
が
ま
と
め
た
報
告
書
、
彙
報
の
類
は
、
三
井
文
庫

で
は
所
蔵
し
て
お
ら
ず
、
国
立
国
会
図
書
館
の
Ｎ
Ｄ
Ｌ
サ
ー
チ
や
大
学
横
断
Ｏ
Ｐ
Ａ

Ｃ
、
Ｃ
ｉ
Ｎ
ｉ
ｉ
Ｂ
ｏ
ｏ
ｋ
ｓ
な
ど
で
検
索
し
て
も
全
く
ヒ
ッ
ト
し
な
か
っ
た
。
し

た
が
っ
て
、
こ
こ
に
記
述
さ
れ
た
内
容
が
視
察
記
の
全
文
引
用
な
の
か
、
抄
録
な
の

か
は
判
然
と
し
な
い
。
た
だ
し
、
当
時
、
三
井
合
名
会
社
の
理
事
長
で
あ
っ
た
團
琢

磨
が
目
を
通
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、
少
な
く
と
も
三
井
の
上
層
部
の
中
で
は
広
く
知

ら
れ
て
い
た
報
告
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
長
沢
個
人
の
感
想
で
あ
る
た
め
客

観
的
視
点
に
欠
け
る
嫌
い
は
あ
る
い
が
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
的
資
料
と
し
て
の
価
値

は
高
い
と
判
断
で
き
る
た
め
、
添
付
図
を
比
定
し
つ
つ
、
そ
の
記
述
内
容
を
検
証
し

て
い
き
た
い
。

第
一
世
界
大
戦
後
、
九
州
三
山
（
三
池
、
山
野
、
田
川
）
の
鉱
夫
社
宅
は
改
善
が

図
ら
れ
、
新
式
六
畳
社
宅
と
二
階
式
あ
る
い
は
平
屋
二
間
式
の
「
優
良
社
宅
」
を
高

く
評
価
し
て
い
る
。
こ
れ
は
前
述
の
田
川
の
社
宅
を
指
し
て
お
り
、
三
池
で
は
未
だ

四
畳
半
も
混
在
し
て
お
り
（
図
６
）、
山
野
で
は
普
通
社
宅
に
も
二
間
式
が
導
入
さ

れ
、
濡
れ
縁
を
付
し
、
壁
を
白
漆
喰
塗
り
と
す
る
他
、
天
井
に
は
竿
縁
天
井
を
張
っ

て
い
る
（
図
７
）。
社
宅
配
置
の
資
料
が
な
い
の
で
、
詳
細
は
不
明
で
あ
る
が
、
裏
庭

で
は
花
壇
や
菜
園
を
営
み
、
通
り
に
は
街
路
樹
も
植
え
ら
れ
て
い
た
と
い
う
。

こ
こ
ま
で
記
述
し
た
の
は
、
最
新
の
社
宅
の
状
況
で
あ
り
、
も
ち
ろ
ん
旧
態
の
社

宅
も
並
存
し
て
い
た
。
長
沢
は
、
視
察
時
点
で
の
社
宅
を
四
等
級
に
分
類
し
評
価
し

て
い
る
。「
優
良
」
は
、
二
階
建
て
も
し
く
は
二
間
式
の
も
の
で
、
三
池
四
ツ
山
、
田

川
工
作
、
三
井
亀
光
の
三
ヶ
所
、「
上
等
」
は
、
新
式
の
六
畳
で
、
広
い
土
間
で
竃
と

流
場
が
室
内
に
あ
り
、
か
つ
隣
棟
間
隔
も
広
い
も
の
で
、
三
池
の
万
田
、
宮
浦
、
田

川
の
三
坑
、
山
野
の
四
坑
、
五
坑
、
三
池
の
横
須
の
六
ヶ
所
、「
中
等
」
は
、
旧
式
の
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六
畳
で
、
土
間
が
狭
く
、
勝
手
は
屋
外
に
あ
る
山
野
の
三
坑
、
三
池
の
一
丁
玉
、
大

浦
、
勝
立
、
田
川
の
一
坑
、
二
坑
、
斜
坑
の
七
ヶ
所
、
旧
態
依
然
た
る
「
下
等
」
と

し
て
、
山
野
本
坑
を
あ
げ
る
。

二
階
式
と
平
屋
二
間
式
を
「
優
良
」
と
す
る
が
、
実
際
の
生
活
者
か
ら
の
聞
き
取

り
も
行
な
っ
て
い
た
よ
う
で
、
特
に
二
階
式
は
総
ガ
ラ
ス
で
格
子
を
入
れ
て
居
る
点

が
居
住
者
に
好
ま
れ
て
い
る
と
す
る
一
方
で
、
夏
暑
く
交
代
制
労
働
の
鉱
夫
の
休
養

に
は
適
さ
ず
、
且
つ
、
老
人
、
子
供
の
い
る
家
庭
に
も
不
向
き
で
あ
る
こ
と
を
指
摘

し
、
む
し
ろ
建
設
費
が
低
廉
で
済
む
こ
と
も
含
め
平
屋
の
二
間
式
を
推
奨
し
て
い
る
。

と
は
い
え
、
二
間
の
各
室
が
狭
い
場
合
が
あ
る
こ
と
を
遺
憾
と
し
て
い
る
。
二
階
建

は
会
社
の
都
合
に
よ
っ
て
複
数
世
帯
を
居
住
さ
せ
て
い
る
点
も
評
価
が
低
い
。
ま
た
、

戸
別
に
便
所
を
設
け
る
場
合
に
は
、
職
員
社
宅
の
場
合
と
は
異
な
り
、
建
坪
が
狭
い

た
め
に
、
採
光
や
臭
気
の
問
題
が
発
生
す
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

「
中
等
」
に
分
類
し
た
田
川
二
坑
は
「
最
粗
悪
」、「
下
等
」
の
山
野
本
坑
は
「
社
宅

と
呼
ぶ
に
は
畏
気
無
し
」
と
酷
評
し
、
早
期
の
改
良
を
求
め
て
い
る
。
居
住
環
境
の

劣
悪
が
、
労
働
争
議
に
つ
な
が
り
か
ね
な
い
こ
と
を
危
惧
し
、
喫
緊
な
る
改
善
を
求

め
て
い
る
。

さ
ら
に
、
社
宅
単
体
の
み
な
ら
ず
、「
街
」
と
し
て
の
ま
と
ま
り
、
植
樹
を
は
じ
め

と
す
る
周
辺
環
境
の
整
備
、
各
種
福
利
施
設
の
充
足
状
況
に
も
着
目
し
、
田
川
の
三

坑
、
工
作
、
山
野
の
三
坑
、
四
坑
、
五
坑
、
三
池
の
四
ツ
山
を
そ
の
好
例
と
し
て
あ

げ
て
い
る
。
中
で
も
社
宅
の
分
類
と
し
て
は
「
中
等
」
と
さ
れ
た
山
野
の
三
坑
を
、

住
宅
が
狭
隘
で
隣
棟
間
隔
が
狭
い
な
が
ら
も
、「
街
」
と
し
て
高
く
評
価
す
る
。

次
に
［
合
宿
所
］
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
直
営
合
宿
所
と
は
、
三
井
鉱
山
に
お

い
て
独
身
坑
夫
の
た
め
の
宿
泊
所
兼
賄
所
で
あ
る
。
明
治
三
十
六
年
以
前
は
二
ヶ
所

し
か
な
く
、
そ
の
後
、
表
に
見
る
よ
う
に
漸
次
増
加
す
る
も
の
の
、
大
正
後
半
よ
り

不
況
の
た
め
閉
鎖
が
相
次
ぎ
、
昭
和
三
年
末
で
消
滅
し
た
。
そ
の
後
は
家
族
持
ち
の

社
宅
に
下
宿
す
る
形
式
を
と
っ
た
。
一
方
で
、
直
営
合
宿
所
開
設
以
前
は
、
非
直
営

の
「
飯め
し
ば場

」
と
呼
ば
れ
た
合
宿
所
が
あ
っ
た
。
所
謂
納
屋
制
度
に
似
た
も
の
で
あ
る

が
、
厳
密
に
は
異
な
る
。

［
浴
場
］
は
、
明
治
中
期
に
は
、
風
呂
と
呼
べ
る
代
物
で
は
な
く
、
明
治
四
十
一
年

か
ら
昭
和
七
年
に
か
け
て
田
川
で
は
十
三
ヶ
所
の
浴
場
を
各
坑
所
に
設
け
た
が
、
町

の
銭
湯
か
そ
れ
以
下
の
も
の
で
あ
っ
た
。
昭
和
八
年
以
降
、
近
代
式
の
豪
華
な
浴
場

が
各
坑
所
に
設
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
田
川
の
三
坑
に
建
っ
た
浴
場
は
、
中
央
に

円
形
の
人
造
石
製
の
大
浴
槽
を
設
け
、
炭
塵
を
落
と
す
浴
槽
、
掛
か
り
湯
、
涼
み
湯
、

子
供
湯
、
薬
湯
な
ど
が
あ
っ
た
。
砂
川
の
本
町
従
業
員
浴
場
も
同
様
で
（
図
８
）、
前

述
の
設
備
の
他
、
太
陽
燈
や
ベ
ラ
ン
ダ
ー
も
確
認
で
き
る
。

［
社
宅
の
充
足
状
況
］
に
つ
い
て
は
、
各
坑
毎
に
経
年
的
な
充
足
状
況
の
一
覧
表
が

添
付
さ
れ
て
い
る
が
、
本
文
に
も
あ
る
よ
う
に
、
こ
の
表
か
ら
何
か
を
論
ず
る
こ
と

は
困
難
で
あ
り
、
か
つ
、
い
た
ず
ら
に
紙
幅
を
費
や
し
冗
長
で
あ
る
と
も
考
え
た
た

め
、
本
稿
で
の
掲
載
は
割
愛
す
る
こ
と
に
し
た
。
北
海
道
や
樺
太
の
場
合
は
既
存
市

街
地
が
形
成
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
従
業
員
の
社
宅
へ
の
依
存
度
が
高
い
が
、

九
州
の
炭
坑
で
は
、
既
存
市
街
地
に
下
宿
す
る
坑
夫
が
少
な
く
な
く
、
労
働
者
数
と

社
宅
の
供
給
戸
数
を
比
較
す
る
こ
と
は
あ
ま
り
意
味
を
な
さ
な
い
。

「
二
、
社
宅
の
管
理
」
で
は
、
三
池
を
代
表
と
し
て
論
じ
て
い
る
。
前
報（

（
（

で
も
述
べ

た
よ
う
に
、
三
井
文
庫
が
所
蔵
す
る
「
三
井
鉱
山
五
十
年
史
稿
」
に
は
、
各
事
業
所

毎
に
沿
革
史
が
取
り
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
の
で
、
本
稿
で
言
及
す
る
こ
と
は
避
け
、

稿
を
改
め
て
、
各
事
業
所
の
社
宅
の
管
理
に
つ
い
て
比
較
の
上
、
考
察
す
る
こ
と
に

し
た
い
。

�
（
い
け
が
み　

し
げ
や
す
・
北
海
道
大
学
大
学
院
工
学
研
究
院
）
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三
井
鉱
山
五
十
年
史
稿

第
十
編　

労
務

第
三
節　

会
社
自
体
が
行
つ
て
来
た
労
務
管
理
施
設

第
四
項　

住
居
管
理

一
、
社
宅
の
設
備

［
構
造
と
設
備
の
進
歩
］

明
治
二
十
二
年
頃
、
筑
前
藤
棚
炭
坑
（
後
当
社
本
洞
炭
礦
に
編
入
）
で
は
掘
子
（
坑
夫
）

の
納
屋
は
全
く
の
掘
立
小
屋
で
、
周
囲
を
笹
で
囲
ひ
筵
を
垂
れ
た
も
の
、
屋
根
は
勿
論
草
葺

で
、
畳
は
お
ろ
か
土
間
に
藁
を
敷
い
た
乞
食
小
屋
同
然
の
も
の
で
あ
つ
た
。
そ
れ
が
麻
生
氏

経
営
時
代
（
明
治
三
十
五
年
頃
）
に
は
、
屋
根
が
小
板
葺
と
な
り
、
三
井
経
営
（
明
治
四
十

年
）
に
入
つ
て
初
め
て
職
工
納
屋
（
坑
夫
納
屋
よ
り
一
段
上
と
な
つ
て
ゐ
た
も
の
）
に
瓦
葺

が
建
つ
て
地
方
人
を
驚
か
せ
た
。
し
か
し
窓
は
鎧
窓
で
、
従
来
の
突
上
窓
よ
り
一
寸
進
ん
だ

程
度
で
あ
つ
た
。

田
川
で
は
古
老
の
談
に
よ
る
と
、『
ズ
ツ
と
昔
、
明
治
の
初
期
に
は
、
柱
を
上マ

マ

に
埋
込
み
、

〈
翻
刻
〉

凡
例文

中
、
判
読
不
明
文
字
は
□
で
表
し
た
。

旧
字
は
原
則
、
常
用
漢
字
に
改
め
た
。

注
（
1
）		
池
上
重
康
「『
三
井
鉱
山
五
十
年
史
稿　

巻
十
八
』
よ
り　

第
十
三
編　

職
員　

第
五

章　

社
宅
施
設
」（『
エ
ネ
ル
ギ
ー
史
研
究
』
第
三
二
号
、
二
〇
一
七
年
、
九
州
大
学
記

録
資
料
館
産
業
経
済
資
料
部
門
、
一
八
一
〜
一
九
六
頁
）。

（
2
）		

『
長
澤
一
夫
氏
談
話　

昭
和
十
四
年
十
二
月
七
日
』（
三
井
文
庫
所
蔵
）

（
3
）		

注
（
１
）
に
同
じ
。
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壁
も
屋
根
も
藁
葺
、
土
間
に
筵
を
敷
い
て
、
真
中
に
囲
炉
裏
を
切
つ
て
ゐ
た
。
採
炭
会
社
時

代
（
明
治
二
十
二
年
以
降
）
か
ら
ボ
ツ
ボ
ツ
畳
を
敷
き
三
井
に
な
つ
て
か
ら
は
（
明
治
三
十

三
年
）
グ
ン
と
よ
く
な
つ
た
』　
『
採
炭
会
社
を
受
継
い
だ
採
炭
組
時
代
（
明
治
三
十
二
年
）

に
は
十
五
軒
を
一
間
宛
に
割
る
。
奥
行
は
二
間
で
、
入
口
に
三
尺
の
引
戸
が
あ
り
半
坪
の
土

間
を
炊
事
と
物
置
に
使
ふ
、
畳
は
三
枚
か
つ
き
り
、
押
入
な
ん
か
な
く
、
裏
に
三
尺
の
突
上

窓
が
あ
る
だ
け
、
そ
れ
は
ひ
ど
い
も
の
で
し
た
』　
『
三
井
譲
受
当
時
の
は
、
柱
も
坑
木
そ
つ

く
り
の
丸
太
柱
で
、
藁
葺
が
沢
山
あ
つ
た
。
小
納
屋
は
三
畳
敷
の
押
入
な
し
、
三
井
に
な
つ

て
建
て
た
の
は
瓦
葺
で
は
あ
つ
た
が
、
畳
一
枚
に
一
人
を
収
容
す
る
や
う
決
行
せ
よ
と
の
指

令
が
あ
つ
て
、
三
畳
に
押
入
付
の
八
戸
長
屋
が
、
稲
荷
山
（
後
藤
寺
一
坑
）
に
数
棟
建
つ
た

の
が
最
初
で
す
』

明
治
四
十
一
年
頃
か
ら
、
四
帖
半
一
室
に
炊
事
場
を
前
下
家
と
し
た
も
の
を
建
築
す
る
に

至
つ
た
。
そ
れ
が
大
正
七
年
に
な
る
と
、
時
勢
の
進
歩
と
労
働
者
の
覚
醒
に
促
さ
れ
て
、
三

畳
敷
納
屋
の
全
廃
と
な
り
六
畳
の
出
現
と
な
り
、
漸
次
今
日
の
改
善
に
ま
で
押
進
め
ら
れ
て

来
た
の
で
あ
る
。

所
謂
坑
夫
納
屋
時
代
か
ら
漸
く
坑
夫
長
屋
時
代
（
大
正
八
年
改
称
）
に
入
り
、
更
に
鉱
夫

社
宅
（
大
正
九
年
）
と
呼
ぶ
に
至
つ
て
よ
り
数
年
、
そ
の
内
容
が
着
々
改
善
せ
ら
れ
つ
ゝ
も

一
方
依
然
と
し
て
旧
態
を
存
す
る
も
の
あ
り
し
、
坑
夫
社
宅
の
過
渡
時
代
と
も
い
ふ
べ
き
大

正
十
三
年
頃
、
本
店
調
査
部
長
長
沢
一
夫
氏
の
三
池
筑
豊
の
「
鉱
夫
社
宅
視
察
記
」
は
当
時

の
実
況
を
写
し
て
興
味
深
い
も
の
が
あ
る
。

▲
鉱
夫
社
宅
の
状
態
は
著
し
く
改
善
せ
り
。

九
州
三
山
の
鉱
夫
社
宅
は
此
数
年
の
間
に
改
善
せ
る
と
こ
ろ
甚
だ
多
し
、
新
式
六
畳
社

宅
が
数
多
く
建
て
ら
れ
た
る
外
に
、
二
階
式
又
は
平
屋
二
室
式
の
優
良
社
宅
も
建
て
ら
れ
、

此
等
の
増
加
に
従
つ
て
、
画
内
は
次
第
に
井
然
と
し
て
、
街
路
の
体
裁
を
整
へ
、
多
少
の

街
路
樹
も
植
ゑ
つ
け
ら
れ
た
る
も
の
あ
り
。
一
般
に
戸
辺
の
掃
除
行
き
届
き
、
戸
内
に
は

箪
笥
其
の
他
の
家
具
も
其
数
を
増
し
、
学
校
に
通
ふ
児
童
の
服
装
も
整
ひ
、
社
宅
裏
の
坪

庭
に
、
花
壇
、
菜
園
を
作
る
者
も
多
く
な
り
た
り
。

殊
に
同
じ
様
式
の
建
物
に
あ
り
て
も
、
以
前
に
建
て
ら
れ
た
る
も
の
と
比
す
れ
ば
、
戸

外
の
竃
が
戸
内
に
据
え
ら
れ
、
軒
蔭
に
煤
り
た
る
煙
突
が
屋
根
に
抜
け
騰
る
様
に
改
造
せ

ら
れ
、
上
り
框
に
踏
板
が
添
加
せ
ら
れ
、
敷
居
の
障
子
が
給
与
せ
ら
れ
て
、
屋
内
が
座
敷

ら
し
く
な
り
、
忍
び
返
し
の
代
り
に
窓
格
子
が
嵌
め
ら
る
ゝ
等
、
会
社
の
多
少
の
出
費
に

比
し
て
、
担
当
者
上
下
の
苦
心
に
よ
る
改
良
の
跡
を
讃
す
べ
き
点
頗
る
多
し
。
…
…
…

▲
社
宅
の
等
級

現
在
の
鉱
夫
社
宅
を
品
定
め
す
る
に
、
仮
り
に
次
の
如
く
等
級
を
区
分
す
。

	

優
良　

二
室
式
の
も
の
（
二
階
建
又
は
平
家
二
室
）

	

上
等　

新
式
六
畳
。
造
作
新
し
く
、
土
間
広
く
、
竃
も
流
場
も
内
に
あ
り
、
隣
棟
と

の
間
隔
割
合
に
濶
や
か
な
り
。

	

中
等　

旧
式
六
畳
。
造
作
古
く
、
土
間
狭
く
、
勝
手
仕
事
は
主
に
戸
外
軒
先
を
用
ふ
。

	

下
等　

三
畳
又
は
四
畳
半
一
室
限
り
。
古
く
し
て
軒
低
く
、
内
は
暗
く
、
中
に
は
押

入
無
き
も
の
も
あ
り
、
六
畳
内
外
に
し
て
押
入
な
き
も
の
（
極
度
に
汚
損
せ
る
も
の
）
と

共
に
劣
等
な
り
。

此
等
等
級
別
を
標
準
に
し
て
三
山
の
社
宅
を
概
見
す
れ
ば

一
、
優
良
な
る
箇
所　
　

三
池
四
ツ
山
坑
（
全
部
二
階
建
）、
田
川
工
作
（
全
部
平
家
二

室
）、
之
に
次
ぐ
も
の
は
三
池
亀
光
（
製
錬
─
旧
鐘
紡
社
宅
）

二
、
各
種
の
も
の
を
併
有
す
る
も
の
。
三
池
の
万
田
、
宮
浦
、
田
川
の
三
坑

		


新
式
六
畳
を
主
と
す
る
も
の
。
山
野
の
四
坑
、
五
坑
、
三
池
、
横
須
（
染
料
）

三
、
旧
式
六
畳
と
下
等
と
が
主
た
る
も
の
。
山
野
の
三
坑
、
三
池
の
一
丁
玉
、
大
浦
、

勝
立
、
田
川
の
一
坑
、
二
坑
、
斜
坑

四
、
特
に
下
等
社
宅
が
著
し
き
も
の　

山
野
本
坑

▲
二
階
式
と
平
家
二
室
式

三
池
の
優
良
社
宅
は
二
階
建
な
り
。
上
下
各
六
畳
又
は
四
畳
半
、
例
外
は
鐘
紡
よ
り
買

入
れ
た
る
四
畳
二
室
の
平
家
な
り
。
田
川
は
平
家
二
室
式
な
る
六
畳
と
二
畳
。
二
階
の
総

硝
子
、
格
子
張
の
一
室
は
、
住
居
者
の
好
む
所
に
よ
り
、
其
生
活
の
向
上
に
応
じ
て
、
清
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洒
な
る
居
室
と
し
て
装
飾
せ
ら
れ
た
る
も
の
あ
り
。
甚
だ
佳
な
り
。
只
夏
期
は
暑
く
し
て

休
養
に
適
せ
ず
、
且
つ
老
人
子
供
を
有
す
る
家
庭
に
は
不
適
に
し
て
、
従
つ
て
鉱
夫
の
多

数
は
寧
ろ
平
家
二
室
を
悦
ぶ
が
如
し
。
同
時
に
二
階
式
は
社
宅
の
不
足
す
る
時
は
、
同
居

者
を
収
容
し
得
る
が
故
に
会
社
に
取
り
て
甚
だ
好
都
合
な
れ
ど
も
、
現
在
の
如
く
、
同
居

者
を
奨
励
し
て
、
之
を
以
つ
て
常
例
と
す
る
が
如
き
状
態
は
、
本
様
式
の
本
旨
を
没
却
す

る
嫌
無
き
に
非
ず
。
偶
々
斯
道
の
来
観
者
が
其
外
廓
を
一
見
す
る
毎
に
称
讃
す
る
を
以
て

満
足
す
べ
き
に
非
ざ
る
な
り
。

六
畳
二
室
の
平
家
二
室
式
は
、
建
築
費
に
於
て
、
遥
か
に
前
者
よ
り
低
廉
な
り
。
只
二

畳
式
が
狭
小
に
過
ぎ
て
利
用
の
完
か
ら
ざ
る
を
遺
憾
と
す
。
之
を
三
畳
式
と
す
る
も
、
地

坪
に
於
て
二
階
式
と
略
同
じ
く
、
建
築
費
に
於
て
は
猶
ほ
廉
な
る
べ
し
。
総
じ
て
三
池
の

六
畳
式
の
社
宅
に
は
、
土
間
の
濶
き
も
の
多
し
。
之
を
改
築
し
て
土
間
の
一
部
に
二
畳
を

置
き
二
畳
と
す
る
事
は
比
較
的
容
易
な
る
べ
し
。
三
池
亀
光
所
在
の
鐘
紡
よ
り
買
入
れ
た

る
製
錬
社
宅
は
、
四
畳
半
二
室
又
は
四
畳
半
と
三
畳
な
る
こ
と
、
及
び
各
戸
が
厠
を
有
す

る
こ
と
が
其
特
長
な
り
。
住
居
の
実
情
を
見
る
に
、
二
室
独
自
の
使
途
に
充
て
ら
れ
て
甚

だ
可
な
り
。
只
一
戸
一
厠
主
義
は
、
小
屋
相
櫛
比
す
る
が
為
に
、
臭
気
相
通
ふ
こ
と
を
免

れ
難
き
と
、
且
つ
数
棟
併
列
す
る
が
た
め
に
、
隣
棟
の
厠
を
見
ざ
ら
ん
と
欲
せ
ば
、
両
棟

の
厠
と
厠
と
を
相
向
ひ
合
は
す
る
必
要
あ
り
て
、
為
に
そ
の
一
棟
は
南
側
に
厠
を
列
す
る

こ
と
と
な
り
、
室
内
に
射
し
込
む
べ
き
日
光
の
大
半
を
遮
断
す
る
事
が
欠
点
な
り
。
厠
の

位
置
を
工
夫
す
れ
ば
、
此
種
の
二
室
式
は
最
可
な
る
が
如
し
。（
田
川
に
て
も
一
戸
一
厠
主

義
を
試
み
た
る
所
あ
れ
共
、
臭
気
の
為
に
住
居
も
の
は
之
を
用
ふ
る
こ
と
を
嫌
ひ
、
為
に

失
敗
と
い
う
ふ
べ
き
が
如
し
）

▲
最
粗
悪
な
る
も
の

田
川
第
二
坑
は
社
宅
総
数
約
千
戸
の
内
に
、
四
畳
半
六
〇
〇
戸
、
三
畳
百
二
十
六
戸
あ

り
、
何
れ
も
不
良
な
り
。
殊
に
三
畳
の
押
入
も
な
き
分
は
最
甚
し
。
三
畳
二
つ
を
合
併
し

た
る
も
の
も
、
猶
ほ
下
等
の
部
を
脱
す
る
能
は
ず
（
三
池
宮
浦
の
最
古
き
四
畳
と
三
畳
を

合
わ
せ
た
る
も
の
も
節
約
せ
る
丈
に
劣
れ
り
）。

臭
気
の
漂
ふ
ほ
と
り
、
壁
落
ち
、
檐
傾
き
、
戸
締
を
半
開
し
て
家
具
も
な
き
古
畳
の
上

に
ム
ク
ツ
ケ
キ
男
が
蹲
り
又
は
蒲
団
の
裾
よ
り
裸
足
を
投
げ
出
し
て
眠
れ
る
様
は
先
ず
豚

の
如
し
。
山
下
二
坑
主
任
囁
い
て
曰
く
「
此
辺
は
持
倉
以
上
だ
ら
う
」
斯
か
る
場
面
に
於

て
は
三
池
の
万
田
を
始
め
と
し
て
其
の
他
到
る
処
に
見
る
が
如
き
係
員
と
住
民
と
の
懇
親

の
言
葉
も
交
ふ
る
に
不
適
な
り
。
係
員
の
辛
苦
を
想
は
ざ
る
を
得
ず
。
三
池
を
始
め
各
所

の
係
員
嘆
い
て
曰
く
「
此
種
の
納
屋
に
住
へ
る
者
に
対
し
て
、
品
性
を
説
き
、
勤
倹
を
奨

む
。
果
た
し
て
何
の
修
養
ぞ
や
衛
生
ぞ
や
」。
一
見
誠
に
面
を
波
う
て
奔
り
た
き
心
地
す
。

而
も
新
来
の
鉱
夫
は
、
な
ほ
此
等
の
納
屋
に
し
て
も
乞
ひ
求
め
て
入
る
。
田
川
全
山
の
空

気
は
凡
て
の
事
件
の
先
鋒
た
り
易
き
青
年
を
始
め
と
し
て
、
今
将
に
訓
化
の
域
内
に
在
り

て
、
稍
々
心
を
安
ん
ず
る
に
足
る
と
雖
も
、
此
種
の
納
屋
に
住
へ
る
転
来
の
鉱
夫
は
荒
れ

た
る
心
の
儘
に
、
薫
育
の
領
域
を
去
る
こ
と
遠
し
。
一
度
烽
火
を
見
て
蹶
起
せ
ば
、
豚
は

変
じ
て
猪
と
な
る
や
も
未
だ
知
る
べ
か
ら
ず
。

▲
山
野
の
本
坑
の
納
屋
（
社
宅
と
呼
ぶ
は
畏
気
無
し
）
は
藁
葺
の
屋
根
を
戴
き
、
将
に

倒
れ
ん
と
す
る
朽
敗
の
姿
し
て
、
数
棟
諸
所
に
点
在
す
。
一
見
貧
戚
な
る
小
作
人
の
住
屋

程
度
な
り
。
而
も
此
等
の
納
屋
に
住
へ
る
鉱
夫
は
、
多
く
は
長
く
勤
続
せ
る
良
鉱
夫
に
し

て
健
気
な
る
も
の
な
り
。
同
伴
せ
る
役
員
へ
の
辞
儀
も
慇
懃
に
、
家
の
廻
り
に
は
薪
を
積

み
て
、
冬
の
仕
度
も
豊
け
く
、
薄
暗
き
屋
内
を
覗
け
ば
、
重
ね
箪
笥
が
壁
の
一
面
を
飾
り
、

長
火
鉢
は
据
え
ら
れ
、
流
し
場
の
勝
手
道
具
は
清
め
ら
れ
て
整
列
せ
り
。
農
民
が
鉱
夫
と

な
り
て
数
百
尺
の
地
下
に
艱
苦
す
る
報
酬
は
、
彼
等
が
小
作
人
よ
り
も
一
段
優
れ
た
る
近

世
工
業
時
代
の
生
活
を
享
受
し
得
る
こ
と
な
り
。
此
見
地
よ
り
せ
ば
、
本
坑
の
鉱
夫
は
自

ら
内
を
治
む
る
こ
と
に
於
て
、
生
活
の
途
を
過
た
ず
と
雖
も
、
会
社
の
支
給
に
俟
つ
住
宅

は
、
彼
等
に
不
平
の
語
無
し
と
雖
、
猶
そ
の
所
期
に
報
ふ
に
足
ら
ず
と
云
ふ
べ
き
な
り
。

若
し
現
在
の
炭
層
を
早
く
掘
り
尽
し
た
る
後
も
、
尚
ほ
新
し
き
炭
層
に
よ
り
て
本
坑
の
命

脈
を
長
く
続
く
べ
し
と
せ
ば
、
炭
車
其
他
の
改
良
と
共
に
、
本
坑
社
宅
の
改
築
は
蓋
し
当

面
の
急
務
な
り
。
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▲
鉱
夫
街

田
川
の
三
坑
社
宅
―
は
、
千
六
百
戸
、
七
千
人
の
住
民
を
包
容
し
、
附
近
の
丘
上
よ

り
之
を
望
め
ば
、
宛
と
し
て
大
市
街
な
り
。
中
心
道
路
た
る
銀
座
通
り
を
出
来
る
丈
け
拡

張
し
、
且
つ
植
樹
を
多
く
し
、
之
を
鉱
夫
ク
ラ
ブ
の
あ
る
丘
上
迄
一
直
線
に
延
長
し
、
同

丘
上
側
に
辛
う
じ
て
残
存
せ
る
松
林
保
護
の
途
を
講
じ
、
中
央
に
あ
る
給
水
所
の
丘
を
遊

園
化
し
、
区
内
一
二
ケ
所
に
テ
ニ
ス
コ
ー
ト
位
の
空
地
を
置
き
て
、
児
童
青
年
の
渇
望
を

充
た
し
、
同
時
に
住
民
の
希
望
す
る
消
防
隊
其
の
他
の
町
機
関
を
置
き
た
し
。

田
川
の
工
作
社
宅
―
は
僅
に
四
十
五
棟
、
二
百
五
十
戸
、
千
人
未
満
の
小
部
落
な
れ

ど
も
、
静
寂
な
る
谿
奥
に
独
立
し
て
所
在
し
、
全
部
平
家
二
室
式
よ
り
成
り
（
本
洞
よ
り

移
転
加
工
せ
る
も
の
）
其
住
民
が
田
川
に
て
特
に
進
歩
せ
る
工
作
職
工
の
家
族
な
る
を
以

て
、
自
治
観
念
頗
る
強
く
、
植
樹
、
掃
除
、
浴
場
、
売
店
、
ク
ラ
ブ
及
各
戸
の
生
活
振
、

悉
く
他
の
模
範
と
す
べ
き
も
の
あ
り
。
恐
ら
く
は
現
在
の
日
本
に
存
す
る
最
良
の
労
働
者

街
な
る
べ
し
。
二
三
の
事
例
を
掲
す
れ
ば
、
町
内
に
入
り
て
先
ず
路
筋
の
清
潔
と
、
桜
樹

が
並
木
式
に
育
ち
つ
ゝ
あ
る
を
見
る
。
住
民
の
手
植
な
り
。
各
戸
の
流
し
場
側
の
家
具
の

整
頓
せ
る
と
、
窓
や
障
子
の
貼
紙
の
入
念
な
る
こ
と
他
所
に
例
な
し
。
ク
ラ
ブ
に
て
生
花

会
の
終
了
せ
る
際
に
行
き
合
せ
、
老
若
の
妻
女
と
数
語
を
交
へ
た
る
に
、
用
語
、
応
接
態

度
何
れ
も
「
お
神
み
さ
ん
」
に
非
ず
し
て
「
奥
さ
ん
」
な
り
。
白
鳥
の
小
頭
社
宅
の
竣
成

す
る
迄
数
名
の
小
頭
を
此
町
に
住
居
せ
し
め
た
る
に
、
彼
等
は
小
頭
社
宅
に
移
る
こ
と
を

悦
ば
ず
、
此
町
の
住
心
地
よ
き
を
以
て
、
其
儘
残
留
を
希
望
せ
り
。
此
種
の
職
工
に
は
、

現
在
の
平
家
二
室
は
其
向
上
せ
る
生
活
欲
を
充
す
に
足
ら
ざ
る
為
め
、
屋
賃
は
価
格
に
応

じ
て
納
む
べ
き
を
以
て
、
更
に
優
良
な
る
社
宅
を
建
築
せ
ら
れ
た
き
旨
を
屢
々
陳
情
す
。

山
野
の
三
坑
、
四
坑
、
五
坑
─
─
は
何
れ
も
同
様
式
な
り
。
只
三
坑
は
古
き
だ
け
に
細

末
の
点
に
於
て
劣
り
、
且
つ
四
畳
半
の
も
の
も
多
し
。
殊
に
間
隔
地
が
窮
屈
な
り
。
夕
刻

瞥
見
し
た
る
所
に
よ
れ
ば
、
児
女
途
上
に
溢
れ
、
裏
店
式
な
り
。
特
に
空
地
を
必
要
と
す
。

五
坑
は
山
奥
に
あ
り
て
三
面
に
松
樹
の
鬱
蒼
た
る
山
丘
を
望
む
こ
と
甚
だ
可
な
り
。
翠
緑

は
荒
め
る
者
を
和
ら
ぐ
る
に
自
然
の
効
果
著
し
。
山
を
切
り
、
土
を
盛
り
て
、
満
目
の
赭

色
の
中
に
数
十
棟
の
屋
舎
を
列
ね
た
る
儘
の
鉱
夫
部
落
は
永
久
的
施
設
と
し
て
は
末
し
と

云
ふ
べ
き
な
り
。
三
池
の
四
ツ
山
を
始
め
と
し
て
此
類
尠
か
ら
ず
。
山
野
の
当
局
は
、
植

樹
す
る
と
も
児
童
に
抜
き
枯
ら
さ
る
る
を
以
て
奨
励
の
意
無
し
と
い
ふ
。
田
川
の
一
部
に

青
年
会
や
少
年
団
を
利
用
し
て
植
樹
に
成
功
し
つ
ゝ
あ
る
所
あ
り
、
一
顧
を
望
む
所
以

な
り
。

四
ツ
山
坑
社
宅
─
─
は
四
ツ
山
坑
口
よ
り
之
を
望
め
ば
、
二
階
建
新
様
式
の
社
宅
櫛
比

し
て
壮
観
な
り
（
現
在
三
十
八
棟
、
三
百
十
四
戸
、
将
来
の
設
計
を
合
す
れ
ば
九
十
七
棟
、

八
百
九
十
七
戸
）、
西
日
の
直
射
す
る
所
に
あ
り
、
開
設
匆
々
な
れ
ば
、
未
だ
一
本
の
ポ
プ

ラ
の
日
を
遮
る
な
し
。
植
樹
を
以
て
垣
根
せ
ん
と
の
所
長
案
が
数
ケ
所
に
試
み
ら
れ
つ
ゝ

あ
り
。
本
社
宅
の
設
計
上
の
欠
点
は
主
要
道
路
に
悉
く
厠
を
並
列
せ
し
む
る
こ
と
な
り
。

凡
て
の
棟
は
両
端
に
各
二
ケ
所
の
厠
を
置
く
を
以
て
、
社
宅
は
全
部
厠
の
包
囲
の
裡
に
在

り
。
社
宅
の
児
童
は
常
に
棟
の
両
端
の
路
上
に
出
て
遊
ぶ
が
故
に
、
自
然
に
厠
を
囲
り
て

嬉
戯
し
、
此
道
路
を
歩
む
者
は
常
に
多
少
の
臭
気
を
忍
ば
ざ
る
べ
か
ら
ざ
る
状
景
な
り
。

	

附
棟
端
の
厠
の
所
在
に
は
、
山
野
は
棟
端
に
直
に
廂
を
垂
れ
て
厠
を
囲
ひ
、
田
川
と

三
池
は
棟
端
よ
り
数
軒
を
距
て
ゝ
厠
を
置
き
、
田
川
は
通
路
に
対
し
て
囲
ひ
板
を
立
て
ゝ

之
を
覆
ふ
。

�

（
長
沢
一
夫
氏
鉱
夫
社
宅
視
察
記
よ
り
）

間
取
の
変
遷
に
つ
い
て
は
添
付
図
面
に
譲
る
。

［
合
宿
所
］

（
一
）
直
営
合
宿
所

三
池
で
は
明
治
三
十
四
年
五
月
、
坑
夫
賄
方
心
得
書
が
定
め
ら
れ
た
が
当
時
の
合
宿
所
に

つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
。
但
し
三
十
六
年
六
月
よ
り
以
前
に
勝
立
、
宮
浦
の
二
ケ
所
に
建
設

さ
れ
て
ゐ
た
こ
と
が
鉱
夫
日
報
に
見
え
て
ゐ
る
。
爾
来
左
表
の
如
く
明
治
、
大
正
、
昭
和
に

亘
っ
て
、
独
身
坑
夫
に
対
し
蒲
団
等
を
は
じ
め
、
生
活
必
需
品
を
貸
与
し
、
安
価
（
一
日
十

六
銭
よ
り
始
ま
る
）
な
賄
料
で
安
ん
じ
て
稼
働
せ
し
め
て
ゐ
た
合
宿
所
も
、
大
正
後
半
よ
り
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の
不
況
に
伴
ひ
漸
次
閉
鎖
し
、
昭
和
三
年
末
を
以
て
消
滅
の
姿
と
な
つ
た
。
そ
の
後
に
於
け

る
独
身
坑
夫
は
、
家
族
持
の
社
宅
に
合
宿
せ
し
め
、
一
名
に
付
幾
何
（
最
後
は
三
銭
程
度
）

の
賄
料
を
会
社
よ
り
補
助
し
て
ゐ
た
が
、
昭
和
十
四
年
よ
り
は
収
容
力
飽
和
し
、
再
び
合
宿

所
の
開
設
を
見
る
に
至
つ
た
。

合
宿
所
備
付
の
蒲
団
は
、
明
治
四
十
年
頃
か
ら
大
牟
田
市
の
指
定
商
人
に
請
負
は
せ
、
毎

年
夏
期
に
修
繕
洗
濯
さ
せ
て
ゐ
る
。
昭
和
十
四
年
に
は
四
山
二
百
組
、
宮
浦
百
組
、
万
田
、

三
川
各
百
組
、
計
五
百
組
こ
の
価
八
千
円
の
蒲
団
を
、
独
身
坑
夫
用
と
し
て
そ
の
下
宿
主
た

る
家
族
持
坑
夫
に
貸
与
し
た
。

賄
料
は
下
宿
と
直
営
合
宿
と
を
問
は
ず
常
に
同
額
と
な
つ
て
ゐ
る
が
、
昭
和
十
一
年
に
は

四
十
五
銭
で
あ
つ
た
も
の
が
、
十
二
年
に
は
五
十
銭
と
な
り
、
十
三
年
五
十
五
銭
に
上
つ
て

ゐ
る
。

万
田
寄
宿
親
和
寮

四
山
合
宿
所

三
坑
家
族
持
合
宿
所

四
山
（
運
輸
）
合
宿
所

大
浦
合
宿
所

勝
立
合
宿
所

一
丁
玉
合
宿
所

七
浦
合
宿
所

大
浦
（
亀
谷
）
合
宿
所

万
田
合
宿
所

勝
立
合
宿
所

宮
浦
合
宿
所

三
池
鉱
夫
合
宿
所
名

昭
和
十
四
年
八
月
十
四
日

大
正
十
三
年
二
月

大
正
八
年
九
月
二
十
三
日

大
正
八
年
四
月

大
正
七
年
十
二
月

大
正
五
年
五
月

明
治
四
十
五
年
五
月

明
治
四
十
一
年
四
月

明
治
四
十
年
十
月

明
治
三
十
九
年
十
二
月
二
十
八
日

仝 明
治
三
十
六
年
六
月
以
前

開
所
年
月
日

人
員
未
収
容
ニ
終
ル

大
正
十
年
一
月
十
日

大
正
十
年
一
月
五
日

大
正
十
四
年
十
二
月
二
十
日

大
正
六
年
十
月

大
正
五
年
四
月
十
五
日

明
治
四
十
五
年
一
月
三
十
一
日

明
治
四
十
二
年
四
月

昭
和
三
年
十
二
月
三
十
一
日

明
治
四
十
二
年
二
月

昭
和
三
年
九
月

閉
鎖
年
月
日

昭
和
に
入
つ
て
か
ら
筑
豊
に
も
、
北
海
道
に
も
設
備
に
格
段
の
進
歩
を
示
し
た
近
代
風
の

合
宿
所
が
続
々
建
設
せ
ら
れ
た
。
こ
ゝ
に
信
頼
す
べ
き
元
従
業
員
等
を
置
い
て
世
話
や
ら
監

督
や
ら
を
さ
せ
、
独
身
従
業
員
の
管
理
に
付
て
は
特
別
の
考
慮
を
払
ふ
や
う
に
な
つ
た
。

（
二
）
非
直
営
合
宿
所

直
営
合
宿
所
開
設
以
前
は
、
各
山
共
に
概
ね
家
族
持
社
宅
に
同
居
下
宿
せ
し
め
賄
費
夜
具

蒲
団
等
を
補
助
又
は
貸
与
し
た
。
田
川
の
請
負
名
義
人
、
三
池
の
坑
夫
募
集
人
な
ど
は
、
別

に
社
宅
を
借
用
し
て
多
数
の
独
身
坑
夫
を
収
容
し
、
往
年
の
納
屋
頭
の
観
を
呈
し
た
時
代
が

あ
る
。
こ
れ
等
は
一
般
に
「
飯め

し
ば場

」
と
呼
ば
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
も
と
よ
り
純
然
た
る
納

屋
頭
で
は
な
か
つ
た
。
山
野
田
川
等
で
は
、
そ
れ
よ
り
以
前
に
於
て
は
、
飯
場
頭
、
即
ち
納

屋
頭
に
一
任
し
た
時
代
も
あ
つ
た
の
で
あ
る
。
松
島
の
如
き
は
そ
の
恒
例
た
る
事
は
既
に
述

べ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
か
ら
省
略
す
る
。

［
浴
場
］

「
昔
の
風
呂
と
い
へ
ば
、
坑
内
水
を
ス
ペ
シ
ア
ル
ポ
ン
プ
で
上
げ
る
。
そ
れ
に
運
転
し
て
蒸

気
を
遁
が
す
と
湯
に
な
る
。
坑
内
水
だ
か
ら
醤
油
色
で
、
ど
う
か
と
す
る
と
微
粉
炭
が
浮
い

て
ゐ
る
、
ひ
ど
い
も
の
で
し
た
。
湯
そ
の
も
の
が
汚
い
上
に
、
泥
だ
ら
け
の
身
体
を
洗
ひ
も

せ
ず
飛
込
む
か
ら
、
全
く
無
茶
で
し
た
云
々
」
こ
れ
は
明
治
三
十
三
年
か
ら
数
年
間
の
こ
と

で
、
田
川
の
古
老
の
話
で
あ
る
。
単
に
浴
場
の
み
で
は
な
く
、
福
利
施
設
な
ど
、
会
社
で
は

更
に
考
へ
て
ゐ
な
い
時
代
で
あ
つ
た
。
田
川
で
は
明
治
四
十
二
年
四
月
、
初
め
て
第
三
坑
々

口
浴
場
を
新
設
し
た
の
を
最
初
に
、
昭
和
七
年
度
迄
に
各
坑
所
に
亘
り
十
三
個
所
を
建
設
し
、

こ
の
経
費
一
万
八
千
七
百
円
を
支
出
し
て
ゐ
る
が
、
こ
れ
等
は
何
れ
も
町
の
銭
湯
程
度
或
は

そ
れ
以
下
の
も
の
で
浴
槽
は
木
製
の
方
形
作
り
、
然
る
に
昭
和
八
年
十
一
月
、
第
三
坑
「
銀

座
通
り
」
に
ル
ネ
ツ
サ
ン
ス
式
の
堂
々
た
る
浴
場
が
出
現
し
た
。
こ
れ
は
ス
レ
ー
ト
葺
、
壁

は
リ
シ
ン
塗
装
で
、
建
坪
百
二
十
七
坪
を
有
し
、
内
部
は
中
央
に
円
形
の
大
浴
槽
（
人
造
石
）

を
設
け
、
ど
こ
か
ら
で
も
這
入
ら
れ
る
や
う
に
な
つ
て
ゐ
る
。
裕
に
百
人
位
が
一
時
に
入
浴

出
来
、
別
に
炭
塵
を
洗
ひ
落
す
た
め
の
浴
槽
、
掛
り
湯
、
涼
み
湯
、
女
湯
に
は
更
に
化
粧
室
、
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子
供
置
場
な
ど
の
設
備
が
あ
り
、
又
薬
湯
も
附
属
し
て
病
気
の
療
養
を
も
行
ふ
こ
と
が
出
来

る
様
に
し
た
。
田
川
で
は
斯
か
る
浴
場
が
昭
和
十
四
年
末
現
在
で
合
計
二
十
ケ
所
に
逹
し
て

居
る
。
全
部
無
料
で
あ
る
。
山
野
に
於
て
も
亦
、
同
じ
頃
同
様
の
完
備
し
た
新
大
浴
場
が
各

坑
に
建
て
ら
れ
た
。
そ
れ
ま
で
は
勿
論
御
多
分
に
漏
れ
ぬ
陰
気
な
昔
な
が
ら
の
浴
場
で
あ
る
。

砂
川
で
は
最
初
十
戸
建
社
宅
二
棟
即
ち
二
十
戸
に
つ
い
て
一
ケ
所
の
割
で
、
浴
槽
一
個
と

小
屋
掛
け
材
料
を
貸
付
、
石
炭
を
無
料
で
給
与
し
て
各
戸
輪
番
に
風
呂
を
沸
か
せ
て
ゐ
た
。

勿
論
男
女
浴
槽
の
区
別
な
ど
は
な
か
つ
た
が
、
大
正
五
年
に
初
め
て
供
給
所
横
に
浴
場
を
設

け
、
男
女
を
区
別
し
、
請
負
を
以
て
経
営
せ
し
め
た
。
入
浴
料
は
鑑
札
一
枚
に
付
一
ケ
月
二

十
銭
、
次
い
で
大
正
七
年
に
本
町
第
一
浴
場
、
同
九
年
に
本
町
第
二
浴
場
を
設
け
た
が
、
同

年
以
後
入
浴
無
料
と
な
り
、
浴
場
も
奥
沢
、
中
町
の
各
地
に
増
設
さ
れ
た
。
然
る
に
昭
和
十

年
十
一
月
、
本
町
大
浴
場
落
成
後
は
、
家
族
の
み
を
有
料
と
す
る
事
と
な
り
、
一
戸
当
り
一

ケ
月
二
十
五
銭
の
料
金
を
徴
収
し
て
現
在
に
及
ん
で
居
る
。

右
の
如
く
当
所
各
事
務
所
の
中
、
炭
坑
に
於
い
て
は
、
昭
和
八
年
か
ら
十
一
、
二
年
頃
に

か
け
て
筑
豊
北
海
道
共
、
近
代
的
─
─
そ
れ
は
現
在
で
も
「
豪
華
」
と
さ
へ
思
は
れ
る
程
の

─
─
建
築
様
式
と
設
備
と
を
誇
る
大
浴
場
が
、
競
っ
て
建
て
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
、
斯
の
如

き
明
朗
豪
華
な
気
分
を
そ
ゝ
る
大
浴
場
は
、
昭
和
の
初
頭
先
ず
三
池
染
料
工
場
内
に
建
設
せ

ら
れ
た
の
が
最
初
で
、
当
時
は
炭
坑
に
於
て
は
、
何
処
も
旧
式
の
「
風
呂
場
」
ば
か
り
で
あ

つ
た
。
衛
生
上
の
考
慮
よ
り
も
、
寧
ろ
慰
安
を
主
と
し
た
福
利
厚
生
施
設
で
あ
る
。

［
社
宅
の
充
足
状
況
］

社
宅
数
の
充
足
状
況
は
、
左
表
に
よ
つ
て
一
応
は
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
事
業
所
に
よ

つ
て
は
労
務
者
が
大
部
分
地
元
の
部
落
の
者
で
、
自
宅
か
ら
通
勤
す
る
も
の
が
多
い
と
こ
ろ

と
か
、
或
は
又
古
く
か
ら
市
街
の
貸
家
や
下
宿
が
発
達
し
て
、
そ
こ
か
ら
通
勤
す
る
も
の
が

多
い
所
と
か
等
、
そ
の
ロ
ー
カ
ル
の
特
質
も
あ
る
の
で
、
こ
の
表
に
よ
つ
て
一
概
に
判
定
し

去
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
殊
に
「
工
場
」
は
大
部
分
が
大
牟
田
市
に
あ
る
関
係
か
ら
、
他
の

石
炭
山
や
金
属
山
と
同
日
に
論
じ
る
こ
と
は
妥
当
で
な
い
。
又
一
人
当
り
戸
数
に
つ
い
て
も
、

そ
の
増
減
は
、
家
屋
の
増
築
、
合
併
、
撤
去
に
因
る
場
合
と
人
員
の
増
員
、
淘
汰
等
に
因
る

場
合
と
、
及
び
こ
の
両
者
に
因
る
場
合
と
が
あ
る
か
ら
、
そ
れ
ら
の
事
由
を
知
ら
ず
し
て
唯
々

本
表
の
み
に
よ
つ
て
は
充
足
状
況
の
真
相
を
掴
む
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
に
も
拘
ら
ず
本
表

に
よ
つ
て
大
体
推
知
出
来
る
こ
と
は
凡
そ
左
の
諸
点
で
あ
ろ
う
。

⑴
石
炭
山
に
於
て
は
大
正
九
年
頃
か
ら
各
山
共
余
程
緩
和
さ
れ
、
一
戸
平
均
二
人
―
三

人
程
度
と
な
る
て
居
る
。
こ
れ
は
増
築
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、
不
況
に
よ
る
人
員
整
理
の

結
果
で
あ
る
。

⑵
昭
和
八
年
頃
か
ら
、
石
炭
山
社
宅
は
又
復
逼
迫
傾
向
と
な
つ
て
来
た
。
こ
れ
は
社
宅
は

増
員
に
対
応
し
て
各
所
非
常
な
る
増
築
を
続
け
た
の
で
あ
る
が
、
な
ほ
収
容
に
困
難
を
来
せ

る
を
示
し
て
ゐ
る
。

⑶
石
炭
山
を
事
業
所
別
に
比
較
し
て
み
る
と
、
三
池
は
通
勤
者
多
く
別
で
あ
る
が
、
山
野

は
常
に
比
較
的
逼
迫
し
、
田
川
砂
川
美
唄
川
上
は
比
較
的
緩
和
を
見
て
ゐ
る
。

⑷
金
属
山
は
神
岡
も
串
木
野
も
石
炭
山
に
比
し
逼
迫
甚
し
き
如
く
に
見
え
る
が
、
串
木
野

の
如
き
は
、
地
元
住
民
が
鉱
夫
の
大
多
数
で
あ
る
の
で
、
こ
の
表
は
当
た
ら
な
い
の
で
あ
る
。

（
表
略
）

二
、
社
宅
の
管
理

各
事
業
所
の
管
理
全
般
に
渉
る
こ
と
は
困
難
な
の
で
、
代
表
的
に
三
池
の
そ
れ
に
つ
き
記

述
す
る
。
在
三
池
の
染
料
工
業
、
製
錬
製
作
、
港
務
等
及
に
関
係
会
社
の
社
宅
は
、
そ
の
す

べ
て
が
三
池
鉱
業
所
の
管
理
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
。

明
治
二
十
年
代
に
於
て
は
社
宅
も
至
極
少
な
く
、
管
理
方
法
そ
の
他
不
明
で
あ
る
が
、
三

十
一
年
七
月
実
施
の
坑
夫
小
屋
貸
渡
規
則
に
、「
小
屋
一
棟
又
ハ
数
戸
ニ
世
話
人
一
人
ヲ
置

ク
」
と
あ
る
点
か
ら
見
る
と
、
そ
の
頃
か
ら
坑
夫
小
屋
世
話
人
な
る
も
の
が
置
か
れ
た
と
思

は
れ
る
。
四
十
年
の
調
査
で
は
、
当
時
宮
浦
、
亀
谷
、
勝
立
の
各
納
屋
に
合
計
二
十
二
名
の

納
屋
世
話
人
が
あ
り
、
身
分
は
鉱
夫
で
納
屋
に
居
住
し
、
坑
夫
取
扱
方
（
現
在
の
労
務
係
員
）
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の
指
揮
を
受
け
、
小
屋
万
般
の
取
締
を
す
る
外
他
山
よ
り
の
鉱
夫
誘
拐
者
警
戒
、
朝
夕
出
役

の
督
励
等
を
任
務
と
し
た
。
こ
れ
が
後
に
「
長
屋
世
話
方
」（
明
治
四
五
）
と
な
り
更
に
「
労

務
世
話
方
」
と
な
つ
た
が
、
昭
和
十
四
年
に
は
そ
の
数
六
十
三
人
に
達
し
て
ゐ
る
。

右
の
小
屋
世
話
人
乃
至
労
務
世
話
方
を
指
揮
す
る
の
は
、
前
記
坑
夫
取
扱
方
で
あ
る
が
、

大
正
五
年
六
月
制
定
の
服
務
心
得
に
よ
る
と
、
応
募
坑
夫
が
坑
夫
小
屋
に
入
舎
し
た
場
合
、

坑
夫
取
扱
方
は
規
定
の
切
符
を
以
て
、
蒲
団
、
蚊
帳
、
枕
、
弁
当
箱
鍋
、
釜
及
び
作
業
用
品

等
を
売
勘
場
か
ら
買
受
手
続
を
な
さ
し
む
る
外
、
小
屋
世
話
人
及
び
坑
夫
賄
方
の
服
務
監
視

指
導
の
た
め
、
随
時
小
屋
を
巡
視
す
る
事
と
な
つ
て
ゐ
た
。

こ
れ
等
の
管
理
機
関
は
各
坑
所
に
設
け
ら
れ
た
事
務
所
（
明
治
三
十
二
年
頃
迄
は
坑
夫
取

扱
方
を
派
出
所
或
は
採
炭
所
出
張
坑
夫
取
扱
所
等
名
称
区
々
、
明
治
三
十
九
年
七
月
鉱
夫
事

務
派
出
所
と
統
称
、
更
に
昭
和
六
年
二
月
、
例
へ
ば
万
田
労
務
事
務
所
の
如
く
改
称
）
に
属

し
、
各
所
係
長
の
指
揮
を
受
け
る
が
、
各
所
係
長
は
ま
た
労
務
課
長
に
統
轄
さ
れ
て
ゐ
る
の

で
あ
る
。

次
は
社
宅
管
理
の
大
要
で
あ
る
。

▲
社
宅
料
…
…
明
治
二
十
三
年
制
定
の
三
池
炭
礦
社
坑
夫
納
屋
貸
渡
規
則
に
は
、
社
宅
料
の

規
定
は
な
い
が
、
納
屋
内
部
の
壁
、
畳
建
具
等
の
修
繕
は
坑
夫
の
負
担
た
る
べ
き
こ
と
が
記

さ
れ
て
あ
る
。
次
で
二
十
六
年
の
定
雇
坑
夫
雇
入
及
取
扱
細
則
の
中
に
「
家
族
ア
ル
者
ハ
毎

戸
ニ
区
別
シ
タ
ル
納
屋
ヲ
無
料
ニ
テ
貸
与
ス
ベ
シ
」
と
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
見
れ
ば
、
社
宅
料

は
徴
収
せ
ず
、
た
ゞ
修
繕
費
の
み
は
坑
夫
の
負
担
と
し
て
も
の
の
如
く
で
あ
る
。

明
治
三
十
一
年
七
月
に
は
貸
渡
規
則
が
改
正
さ
れ
、
そ
の
中
に
納
屋
小
掛
と
し
て
毎
戸
畳

一
枚
一
ケ
月
五
銭
の
割
で
徴
収
す
る
事
と
な
り
、
そ
の
後
こ
れ
は
納
屋
料
と
称
し
て
納
屋
の

公
課
等
に
充
当
し
、
不
足
は
会
社
で
補
給
し
つ
ゝ
あ
つ
た
が
、
大
正
二
年
よ
り
衛
生
費
の
名

目
で
徴
収
す
る
事
に
改
正
さ
れ
た
。

昭
和
十
年
竣
工
し
た
四
山
坑
社
宅
は
、
在
来
の
社
宅
に
比
し
数
等
優
秀
な
も
の
で
あ
つ
た

関
係
か
ら
、
か
ね
て
懸
案
と
な
つ
て
ゐ
た
社
宅
料
徴
収
を
実
施
す
る
機
会
と
な
り
、
一
円
及

び
一
円
五
十
銭
の
二
等
級
に
分
つ
て
徴
収
す
る
事
と
な
つ
た
。
こ
れ
か
ら
は
新
築
及
び
改
造

社
宅
は
一
般
に
社
宅
料
を
徴
収
す
る
に
至
つ
た
が
、
昭
和
十
四
年
設
定
さ
れ
た
社
宅
料
規
定

は
左
の
如
く
で
あ
る
。

（
一
）
新
築
平
家
普
通
型
二
間
式
（
六
帖
、
四
帖
半
）	

一
ケ
月	

七
十
銭

（
二
）
改
造
平
家
社
宅

			



（
イ
）
三
間
式
普
通
型
（
六
帖
、
四
帖
半
、
三
帖
）

						






（
Ａ
）
便
所
付			




　

〃	

六
十
銭

						






（
Ｂ
）
共
同
便
所
式		



　

〃	

五
十
銭

			



（
ロ
）
三
間
式
小
型
（
四
帖
半
二
間
、
二
帖
）

						






（
Ａ
）
便
所
付			




　

〃	

五
十
銭

						






（
Ｂ
）
共
同
便
所
式		



　

〃	

五
十
銭

田
川
、
砂
川
で
も
社
宅
料
は
全
く
徴
収
し
な
か
つ
た
。
然
る
に
昭
和
初
頭
以
来
の
優
良
社

宅
出
現
に
伴
ひ
、
田
川
で
は
昭
和
六
年
一
月
よ
り
、
砂
川
で
は
同
十
年
十
二
月
よ
り
新
築
社

宅
に
限
つ
て
家
賃
を
徴
す
る
事
と
な
つ
た
。
こ
れ
は
田
川
で
は
特
等
社
宅
（
三
間
式
）
一
ケ

月
一
円
二
十
銭
、
砂
川
で
は
最
上
社
宅
（
階
下
二
間
階
上
は
物
置
）
八
十
銭
、
以
下
三
四
十

銭
程
度
ま
で
の
数
等
に
分
れ
て
ゐ
る
。

そ
の
他
各
事
業
所
で
も
大
体
は
同
様
で
あ
つ
て
、
新
築
優
良
社
宅
の
出
現
以
来
、
旧
社
宅

と
の
権
衡
上
料
金
を
取
る
こ
と
と
な
つ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
無
料
時
代
が
永
く
、
有
料
時
代

は
最
近
十
ケ
年
位
に
過
ぎ
な
い
。

▲
電
燈
料
…
…
従
業
員
社
宅
に
電
燈
を
点
け
た
の
は
三
池
が
最
も
古
く
、
大
正
二
年
の
初
め

に
着
手
し
、
八
月
に
は
全
山
に
普
及
し
た
。
当
時
は
カ
ー
ボ
ン
五
燭
光
の
、
電
燈
と
は
名
の

み
の
も
の
で
あ
つ
た
が
、
ラ
ン
プ
や
行
燈
で
暮
し
て
来
た
者
に
と
つ
て
は
、
便
利
安
全
此
上

な
く
、
料
金
は
十
五
銭
と
い
ふ
の
で
大
し
た
出
費
で
も
な
く
、
非
常
な
歓
迎
を
受
け
た
。
後
、

裁
縫
や
子
供
の
勉
強
に
困
る
と
い
ふ
の
で
、
大
正
八
年
五
月
か
ら
十
燭
光
（
二
十
五
銭
）
が

許
可
さ
れ
た
。
そ
の
後
も
追
々
増
燭
が
認
め
ら
れ
、
更
に
一
戸
数
燈
を
点
ず
る
こ
と
に
進
ん

で
、
現
在
で
は
八
、
十
三
、
二
十
の
各
ワ
ツ
ト
三
種
に
制
限
さ
れ
、
最
高
六
燈
一
円
五
十
銭

と
な
つ
て
ゐ
る
。
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田
川
は
大
正
六
年
三
月
、
こ
れ
も
カ
ー
ボ
ン
五
燭
で
十
五
銭
、
同
年
三
月
に
は
鉱
夫
社
宅

全
部
（
三
千
百
九
十
六
戸
）
に
点
燈
さ
れ
、
大
正
八
年
一
月
に
全
部
タ
ン
グ
ス
テ
ン
十
燭
光

に
変
更
さ
れ
て
従
来
の
鬱
陶
し
さ
が
一
掃
さ
れ
た
。
料
金
は
三
池
同
様
の
二
十
五
銭
で
あ
つ

た
。
昭
和
十
二
年
に
二
間
式
の
社
宅
が
竣
成
す
る
と
共
に
、
台
所
に
も
一
燈
を
点
じ
て
合
計

三
燈
が
一
戸
に
点
く
こ
と
と
な
り
、
助
手
級
の
社
宅
（
六
帖
、
四
帖
半
、
三
帖
）
に
は
、
台

所
と
便
所
を
加
へ
て
五
燈
が
許
さ
れ
て
ゐ
る
。
こ
れ
に
は
特
に
職
員
社
宅
と
同
様
に
メ
ー
ト

ル
計
を
備
へ
る
特
例
を
認
め
た
。

砂
川
は
大
正
七
年
十
二
月
三
十
一
日
夜
初
め
て
点
燈
、
こ
れ
は
十
燭
光
で
、
料
金
は
一
燭

光
一
ケ
月
二
銭
の
割
で
あ
る
か
ら
二
十
銭
を
支
払
つ
て
ゐ
た
が
、
昭
和
四
年
六
月
か
ら
十
六

燭
を
、
同
十
一
年
四
月
か
ら
は
二
十
四
燭
光
を
も
許
可
し
、
料
金
も
そ
れ
に
伴
ひ
増
加
し
て

ゐ
る
。
現
在
最
も
多
い
の
は
二
階
建
三
間
式
社
宅
の
十
六
燭
三
燈
で
、
料
金
は
前
記
の
割
合

で
あ
る
か
ら
九
十
六
銭
と
な
る
わ
け
で
あ
る
。

▲
戸
別
割
…
…
筑
豊
の
例
に
よ
つ
て
記
せ
ば
、
筑
豊
地
方
で
は
、
明
治
三
十
五
六
年
頃
か
ら
、

炭
坑
の
納
屋
戸
数
割
を
納
屋
税
に
変
更
し
、
納
税
義
務
を
坑
主
に
負
担
せ
し
む
べ
き
内
議
が

し
ば
し
ば
福
岡
県
庁
、
町
村
長
及
び
筑
豊
鉱
業
組
合
と
の
間
に
協
議
さ
れ
て
ゐ
た
。
三
十
七

年
に
は
そ
れ
が
県
会
附
議
の
運
び
と
な
つ
た
の
で
、
鉱
業
組
合
常
議
会
で
は
、
左
の
決
議
を

県
知
事
に
内
申
し
て
考
慮
を
求
め
た
。

一
、
県
税
戸
数
割
ハ
平
等
額
ノ
半
額
ヲ
現
在
納
屋
ノ
坪
数
ニ
乗
ジ
テ
得
タ
ル
一
坪
当
リ
ヲ
以

テ
県
税
納
屋
税
ト
ス
ル
コ
ト

一
、
町
村
税
戸
数
割
ハ
現
在
納
屋
ニ
其
町
村
戸
数
割
平
等
額
ノ
十
分
ノ
四
ヲ
乗
ジ
テ
得
タ
ル

金
額
ヲ
本
税
ニ
テ
除
シ
、
其
得
数
ヲ
以
テ
一
戸
当
リ
ヲ
算
出
シ
之
ヲ
現
在
納
屋
ノ
総
坪
数
ニ

ヨ
リ
除
シ
テ
得
タ
ル
一
坪
当
リ
ヲ
以
テ
町
村
税
納
屋
税
ト
ス
ル
コ
ト
。

右
の
内
申
に
よ
り
、
県
会
で
、
如
何
に
決
議
し
た
か
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
納
屋
税
が

実
現
し
な
か
つ
た
の
は
確
か
で
あ
る
。

大
正
十
二
年
六
月
、
鉱
業
組
合
と
筑
豊
四
郡
の
町
村
長
と
の
間
に
、
炭
坑
従
業
員
社
宅
に

対
す
る
県
税
戸
数
割
と
町
村
税
戸
数
割
を
、
坑
主
保
証
に
関
す
る
覚
書
に
よ
つ
て
定
む
る
と

こ
ろ
が
あ
つ
た
。
即
ち

一
、
町
村
ハ
毎
年
四
月
一
日
ニ
於
ケ
ル
炭
坑
現
住
戸
数
（
鉱
夫
及
月
給
四
十
四
円
日
給
一
円

五
十
銭
未
満
ノ
事
務
員
ノ
居
住
ス
ル
モ
ノ
）
ニ
対
シ
県
税
戸
数
割
及
町
村
税
戸
数
割
ト
モ
各

平
均
額
（
炭
坑
現
住
戸
数
ノ
十
分
ノ
四
ヲ
加
ヘ
タ
ル
町
村
ノ
戸
数
ニ
テ
各
戸
数
割
総
額
ヲ
除

シ
タ
ル
モ
ノ
）
ノ
十
分
ノ
四
ヲ
乗
ジ
タ
ル
モ
ノ
ヲ
限
度
ト
シ
テ
賦
課
ス

二
、
前
項
ノ
納
税
ハ
坑
主
ニ
於
テ
之
ヲ
保
証
ス

三
、
本
覚
書
ハ
大
正
十
一
年
度
ヨ
リ
之
ヲ
実
施
ス

　
　
　

�

大
正
十
一
年
六
月
二
十
三
日　

筑
豊
鉱
業
組
合
及
遠
賀
、
鞍
手
、
嘉
穂
、
田
川
、

郡
町
村
長
代
表
者

右
の
覚
書
で
、
県
及
び
町
村
戸
数
割
を
坑
主
が
代
納
す
る
こ
と
と
な
つ
た
が
、
そ
の
後
覚

書
に
但
書
を
設
け
、
当
該
町
村
と
炭
坑
と
の
協
定
が
成
立
す
れ
ば
、
十
分
の
五
ま
で
賦
課
し

得
る
こ
と
と
な
つ
た
の
で
昭
和
二
年
度
か
ら
、
山
野
、
田
川
等
で
は
町
村
税
戸
数
割
を
十
分

の
五
に
増
額
す
る
に
至
つ
た
。
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図１　神岡の「又建飯場之図」（三井文庫所蔵）

図２　田川の明治33年〜38年の坑夫納屋（三井文庫所蔵）
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図３　田川の明治43年〜大正７年の坑夫納屋（三井文庫所蔵）

図４　田川の大正８年〜昭和２年の従業員社宅（三井文庫所蔵）
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図５　田川の昭和12〜14年の従業員社宅（三井文庫所蔵）

図６　三池の大正６年の坑夫長屋（三井文庫所蔵）
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図７　山野の大正13年〜昭和２年の坑夫社宅（三井文庫所蔵）

図８　砂川の本町従業員浴場（三井文庫所蔵）




